
保護管理検討会指数検討部会
（６月１６日開催）

・個体数指数等の評価

保護管理検討会全体会
（６月１７日開催）

・エゾシカ生息状況の検討

・平成 21 年度狩猟内容の検討 等

公 聴 会 （７月２８日開催）

・道案に対する利害関係人の意見集約

道環境審議会自然環境部会
（７月３０日開催）

・利害関係人の意見等を添え、案について諮問、答申

狩猟成案（８月上旬）

・審議会答申を受け、

最終決定

平成 22 年度のエゾシカ狩猟について

北海道では、「エゾシカ保護管理計画」に基づき、エゾシカの生息状況に応じて、毎年エゾシカ

狩猟の内容を変更し、決定しています。平成２２年度の狩猟内容については、次のとおりの手続

きを経て決定しました。

エゾシカ保護管理計画に基づく平成２２年度エゾシカ狩猟内容決定の流れ（イメージ図）

環境科学研究センター

ライトセンサス（前年度）

CPUE、SPUE（前々年度）

JR 列車支障発生件数（前年度） 等

自然環境課

捕獲統計速報（前年度）

被害統計速報（前々年度）等

エゾシカ個体群の現状把握
・各種個体数指数の把握

・統計値の収集

狩猟素案（４月上旬）

・前年度とほぼ同内容を基

本として、可猟措置区分

(区域、頭数、期間等)の

案を作成

狩猟案（６月下旬）

・市町村、関係機関及び検討会

の意見を反映し作成

エゾシカ対策協議会
（道庁内関係部局会議）

・道案の決定

狩猟道案（７月上旬）

・市町村、関係機関の意見を

反映し作成

道庁掲示場における公告
（８月２７日）

・可猟区域設定内容の周知並びに 効力発生

狩猟者登録開始
（9 月）

市町村等意見照会 1 回目
（４月上旬～５月中旬）

・素案に対する地元市町村等意見照会

・素案に対する関係機関意見照会

市町村等意見照会 2 回目
（６月下旬～７月上旬）

・狩猟案に対する地元市町村等意見照会

・狩猟案に対する関係機関意見照会


